
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０９９）） 

２．日 時：平成３０年７月２日 １８時１０分～１９時３０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階北実用炉審査部門横会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

山口安全管理調査官、宮本主任安全審査官、伊藤安全審査官、角谷安全審査

官、穗藤安全審査官 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：福山執行役員 発電管理室室長（許認可担当） 

（他３名） 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電株式会社から、本日の資料に基づき、設置変更許可申請の補

正書（平成３０年６月２１日及び２７日）の作成にあたり実施した記載内容

のチェックの体制、方法及び結果について説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、事実関係を確認するとともに、今後行う申請について

も、設置変更許可に限らず十分信頼性を確保するよう求めた。 

 

（３）日本原子力発電株式会社から、本日の指摘等について了解した旨の回答があ

った。 

 

６．その他 

提出資料： 

・東海第二発電所 新規制基準適合性に係る設置変更許可申請補正書のチェック

結果について 


